


W2025UDI18834 ［神奈川区六角橋五丁目　新築工事］

  建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認を申請します。

この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

ユ－ディ－アイ確認検査株式会社

代表取締役社長      柿沼　繁範    様

 

申請者氏名

設計者氏名

 ※受付欄  ※消防関係同意欄  ※決裁欄

 日付：令和7年12月11日

第     06477     号

 係員氏名：別紙による

代表取締役社長　田嶋健一

松下　泰久

係員氏名：別紙による

別紙による

 ※手数料欄  ： 別紙による

 日付：

第     06477     号

 ※確認番号欄

令和7年12月11日

確認申請書（建築物）

（第１面）

第二号様式（第一条の三、第三条、第三条の三関係）　（A4）

株式会社ワカバヤシ

株式会社ニナイテ二級建築士事務所

UDI識別番号：W2025UDI18834



W2025UDI18834 ［神奈川区六角橋五丁目　新築工事］

【イ．氏名のフリガナ】

【ロ．氏 名】

【ハ．郵 便 番 号】 〒

【ニ．住 所】

【ホ．電 話 番 号】

【イ．資 格】 （ ２級 ） 建築士 （ 東京都知事 ） 登 録 第 82161 号

【ロ．氏 名】

【ハ．建築士事務所名】 （ ２級 ） 建築士事務所 （ 東京都 ） 知事登録　第 15734 号

【ニ．郵 便 番 号】 〒

【ホ．所 在 地】

【へ．電 話 番 号】 【FAX番号】

（代表となる設計者）

【イ．資 格】 （ ２級 ） 建築士 （ 東京都知事 ） 登 録 第 82161 号

【ロ．氏 名】

【ハ．建築士事務所名】 （ ２級 ） 建築士事務所 （ 東京都 ） 知事登録　第 15734 号

【ニ．郵 便 番 号】 〒

【ホ．所 在 地】

【へ．電 話 番 号】

【ト．作成又は確認した設計図書】

（その他の設計者）

【イ．資 格】 （ １級 ） 建築士 （ 大臣 ） 登 録 第 315041 号

【ロ．氏 名】

【ハ．建築士事務所名】 （ １級 ） 建築士事務所 （ 神奈川県 ） 知事登録　第 16423 号

【ニ．郵 便 番 号】 〒

【ホ．所 在 地】

【へ．電 話 番 号】

【ト．作成又は確認した設計図書】

【イ．資 格】 （ ） 建築士 （ ） 登 録 第 号

【ロ．氏 名】

【ハ．建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所 （ ） 知事登録　第 号

【ニ．郵 便 番 号】 〒

【ホ．所 在 地】

【へ．電 話 番 号】

【ト．作成又は確認した設計図書】

【イ．資 格】 （ ） 建築士 （ ） 登 録 第 号

【ロ．氏 名】

【ハ．建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所 （ ） 知事登録　第 号

【ニ．郵 便 番 号】 〒

【ホ．所 在 地】

【へ．電 話 番 号】

【ト．作成又は確認した設計図書】

252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野3-13-15　第3タカビル6階

【１．建築主】

【２．代理者】

【３．設計者】

（第二面）

松下　泰久

株式会社ニナイテ二級建築士事務所

神奈川県横浜市神奈川区神大寺三丁目26番10号

045-491-2121

建築主等の概要

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾜｶﾊﾞﾔｼ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸｼｬﾁｮｳ　ﾀｼﾞﾏｹﾝｲﾁ

株式会社ワカバヤシ　代表取締役社長　田嶋健一

東京都荒川区東日暮里3-28-7　南和ビル3階

松下　泰久

116-0014

小林　辰雄

ポラテック富士株式会社一級建築士事務所

株式会社ニナイテ二級建築士事務所

東京都荒川区東日暮里3-28-7　南和ビル3階

03-6806-8931

設計図書一式(構造図書，構造計算書を除く)

03-6806-8931

042-767-8120

116-0014

構造設計図書一式(地盤補強検討を除く)

221-0801

UDI識別番号：W2025UDI18834



W2025UDI18834 ［神奈川区六角橋五丁目　新築工事］

（構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である旨の表示をした者）

上記の設計者のうち、

□ 建築士法第２０条の２第１項の表示をした者

【イ．氏 名】

【ロ．資 格】 構造設計一級建築士交付第 号

□ 建築士法第２０条の２第３項の表示をした者

【イ．氏 名】

【ロ．資 格】 構造設計一級建築士交付第 号

□ 建築士法第２０条の３第１項の表示をした者

【イ．氏 名】

【ロ．資 格】 設備設計一級建築士交付第 号

【イ．氏 名】

【ロ．資 格】 設備設計一級建築士交付第 号

【イ．氏 名】

【ロ．資 格】 設備設計一級建築士交付第 号

□ 建築士法第２０条の３第３項の表示をした者

【イ．氏 名】

【ロ．資 格】 設備設計一級建築士交付第 号

【イ．氏 名】

【ロ．資 格】 設備設計一級建築士交付第 号

【イ．氏 名】

【ロ．資 格】 設備設計一級建築士交付第 号

【４．建築設備の設計に関し意見を聴いた者】

（代表となる建築設備の設計に関し意見を聴いた者）

【イ．氏 名】

【ロ．勤 務 先】

【ハ．郵 便 番 号】 〒

【ニ．所 在 地】

【ホ．電 話 番 号】

【ヘ．登 録 番 号】

【ト．

（その他の建築設備の設計に関し意見を聴いた者）

【イ．氏 名】

【ロ．勤 務 先】

【ハ．郵 便 番 号】 〒

【ニ．所 在 地】

【ホ．電 話 番 号】

【ヘ．登 録 番 号】

【ト．

【イ．氏 名】

【ロ．勤 務 先】

【ハ．郵 便 番 号】 〒

【ニ．所 在 地】

【ホ．電 話 番 号】

【ヘ．登 録 番 号】

【ト．

【イ．氏 名】

【ロ．勤 務 先】

【ハ．郵 便 番 号】 〒

【ニ．所 在 地】

【ホ．電 話 番 号】

【ヘ．登 録 番 号】

【ト．意見を聴いた設計図書　】

意見を聴いた設計図書　】

意見を聴いた設計図書　】

意見を聴いた設計図書　】

UDI識別番号：W2025UDI18834



W2025UDI18834 ［神奈川区六角橋五丁目　新築工事］

（代表となる工事監理者）

【イ．資 格】 （ ２級 ） 建築士 （ 東京都知事 ） 登 録 第 82161 号

【ロ．氏 名】

【ハ．建築士事務所名】 （ ２級 ） 建築士事務所 （ 東京都 ） 知事登録　第 15734 号

【ニ．郵 便 番 号】 〒

【ホ．所 在 地】

【へ．電 話 番 号】

【ト．工事と照合する設計図書　】

（その他の工事監理者）

【イ．資 格】 （ ） 建築士 （ ） 登 録 第 号

【ロ．氏 名】

【ハ．建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所 （ ） 知事登録　第 号

【ニ．郵 便 番 号】 〒

【ホ．所 在 地】

【へ．電 話 番 号】

【ト．工事と照合する設計図書　】

【イ．資 格】 （ ） 建築士 （ ） 登 録 第 号

【ロ．氏 名】

【ハ．建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所 （ ） 知事登録　第 号

【ニ．郵 便 番 号】 〒

【ホ．所 在 地】

【へ．電 話 番 号】

【ト．工事と照合する設計図書　】

【イ．資 格】 （ ） 建築士 （ ） 登 録 第 号

【ロ．氏 名】

【ハ．建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所 （ ） 知事登録　第 号

【ニ．郵 便 番 号】 〒

【ホ．所 在 地】

【へ．電 話 番 号】

【ト．工事と照合する設計図書　】

【イ．氏 名】

【ロ．営 業 所 名】 （ ）　　第 号

【ハ．郵 便 番 号】 〒

【ニ．所 在 地】

【ホ．電 話 番 号】

□ 申請済 （ ）

□ 未申請 （ ）

■ 申請不要

【８．建築物エネルギー消費性能確保計画の提出】
□ 提出済 （ ）

□ 未提出 （ ）

■ 提出不要 （ ）仕様基準 ： 建築物省エネ法規則2条1号イ

東京都荒川区東日暮里3-28-7　南和ビル3階

設計図書一式

【５．工事監理者】

松下　泰久

116-0014

株式会社ニナイテ二級建築士事務所

【９．備考】

株式会社ハビタット

045-263-8177

【６．工事施工者】

【７．構造計算適合性判定の申請】

神奈川県知事

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目8番地　関内新井ビルディング8階

231-0015

03-6806-8931

建設業の許可 特-3 77496

代表取締役　矢後　守朗

神奈川区六角橋五丁目　新築工事
神奈川区六角橋五丁目　新築工事

UDI識別番号：W2025UDI18834



W2025UDI18834 ［神奈川区六角橋五丁目　新築工事］

■ （ ■ □ □

□ □

□ ■ □

【イ．幅 員 】 m

【ロ． m

【イ．敷 地 面 積 】 （１） （ ） （ ） （ ） （ ） ㎡

（２） （ ） （ ） （ ） （ ） ㎡

【ロ．用 途 地 域 等 】 （ ） （ ） （ ） （ ）

【ハ．

（ ） （ ） （ ） （ ） ％

【ニ．

（ ） （ ） （ ） （ ） ％

【ホ．敷地面積の合計 】 （１） ㎡

（２） ㎡

【ヘ． ％

【ト． ％

【チ．備 考 】

【８．主要用途】

■ □ □ □ □ □ □

（ ） （ ）

【イ． 】 （ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ロ．

】 （ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ハ． 】 ％

（ ） （ ） （合計

【イ． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ロ．

】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ハ． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ニ．

】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ホ． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ヘ． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ト． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【チ． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【リ． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ヌ． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ル． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ヲ． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ワ． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【カ． 】（ ） （ ） （　　　 　） ㎡

【ヨ． 】 ㎡

【タ． 】 ％

そ の 他 の 不 算 入 部 分

準都市計画区域内 都市計画区域及び準都市計画区域外

敷地と接している部分の長さ】 13.140

【６．道路】

【５．その他の区域、地域、地区又は街区】

10m第１種高度地区、地区計画区域内（緑化地域）、日影規制 3h-2h 1.5m

自家発電設備の設置部分

55.48となる建築面積

建 蔽 率

99.49

6.680

100.00

改築

敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値】 100.00

地階の住宅又は

第一種低層住居専用

55.48

建築基準法第52条第1項及び第２項の規定による建築物の容積率】

建 築 物 全 体

50.00

60.00

申請部分 申請以外の部分

100.00

申請以外の部分

増築

法53条3項一号ロに該当　

新築

エレベーターの昇降路の部分

共同住宅又は老人ホーム等

【１０．建築面積】

大規模の修繕

申請部分

（合計

99.49

（第三面）

【３．都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等】

【１．地名地番】

【２．住居表示】

【４．防火地域】 指定なし

建築物及びその敷地に関する事項

【７．敷地面積】

100.00

老 人 ホ ー ム 等 の 部 分

延 べ 面 積 99.49

【９．工事種別】

）

）

用途変更

99.4999.49

99.49

防火地域

神奈川県横浜市神奈川区六角橋五丁目35（以下未定）

大規模の模様替

【１１．延べ面積】

神奈川県横浜市神奈川区六角橋五丁目1060番42

敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値】

都市計画区域内 区域区分非設定　）市街化区域

（区分 08010）一戸建ての住宅

市街化調整区域

55.48

建築基準法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率】

移転

準防火地域

老人ホーム等の部分

の共用の廊下等の部分

容 積 率

自 動 車 車 庫 等 の 部 分

備 蓄 倉 庫 の 部 分

蓄 電 池 の 設 置 部 分

貯 水 槽 の 設 置 部 分

建蔽率の算定の基礎

認 定 機 械 室 等 の 部 分

宅配ボックスの設置部分

住 宅 の 部 分

建 築 物 全 体

55.48

0.00

55.48

UDI識別番号：W2025UDI18834



W2025UDI18834 ［神奈川区六角橋五丁目　新築工事］

【イ．

【ロ．

（ ） （ ）

【イ．最 高 の 高 さ 】 （ ） （ ） m

【ロ．階 数 】 ） （ ）

） （ ）

【ハ．構 造 】

【ニ． 】 □ 有 ■ 無

【ホ． 】 □ □ □

8 年 1 月 15 日

8 年 6 月 15 日

（第 1 回） 8 年 3 月 15 日 （ ）

（第 回） 年 月 日 （ ）

（第 回） 年 月 日 （ ）

【イ．適 用 の 有 無 】 □ 有 ■ 無

【ロ．適用があるときは、その区分】

□

□

【１８．建築基準法施行令第43条第1項及び第46条第4項等に係る経過措置の適用】

建築基準法施行令第43条第1項及び第46条第4項

その他

建築基準法第５６条第７項の規定による特例の適用の有無

【１３．建築物の高さ等】

【建築基準法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無】　□有　　■無

【建築基準法第12条第1項の規定による調査の要否】　□要　　■否

地 上 （

申 請 に 係 る 建 築 物

【２０．備　考】

7.347

2

令和

【１９．その他必要な事項】

全軸組緊結完了時

【１７．特定工程工事終了予定年月日】 （特定工程）

【１６．工事完了予定年月日】

令和

【１４．許可・認定等】

適用があるときは、特例の区分 道路高さ制限不適用

令和

【１５．工事着手予定年月日】

北側高さ制限不適用

地 下 （

同一敷地内の他の建築物の数】

他 の 建 築 物

木造　　一部　　　　　　　造

申請に係る建築物の数】

【１２．建築物の数】

0

隣地高さ制限不適用

0

1

UDI識別番号：W2025UDI18834
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建築物別概要

（区分　　　　　　　　　　）

（区分　　　　　　　　　　）

（区分　　　　　　　　　　）

（区分　　　　　　　　　　）

（区分　　　　　　　　　　）

■ □ □ □ □ □ □

【５．主要構造部】

□ 耐火構造（防火上及び避難上支障がない主要構造部を有しない場合）

□ 耐火構造（防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合）

□

■ □

□ その他 □

【６．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】

□ □ その他

□ ■

□ 建築基準法施行令第109条の7第1項第1号に掲げる基準に適合する構造

□

【７．建築基準法第61条の規定の適用】

□ 耐火建築物 □ 延焼防止建築物 ■ 準耐火建築物

□ 準延焼防止建築物 □ その他 □

【イ．地階を除く階数 】

【ロ．地 階 の 階 数 】

【ハ．

【ニ．

【イ．最 高 の 高 さ 】 ｍ

【ロ．最高の軒の高さ 】 ｍ

【イ． 】 □ 有 ■ 無

【ロ．

□

□

第 号

【ハ．建築基準法第6条の4第1項の規定による確認の特例の適用の有無】 □ 有 ■ 無

【ニ． 第 号

【ホ．認定型式の認定番号】 第 号

【ヘ．適合する一連の規定の区分】 □

□

【ト． 第 号

（ ） （ ） ）

【イ．階 別 】 （ 階） （ ） （ ） ） ㎡

（ 階） （ ） （ ） ） ㎡

（ 階） （ ） （ ） ） ㎡

（ 階） （ ） （ ） ） ㎡

（ 階） （ ） （ ） ） ㎡

（ 階） （ ） （ ） ） ㎡

【ロ．合 計 】 （ ） （ ） ） ㎡

建築基準法第6条の3第1項第1号に掲げる建築審査又は同法第18条第5項第1号に掲げる審査

建築基準法第6条の3第1項第2号に掲げる建築審査又は同法第18条第5項第2号に掲げる審査

（構造設計を行った構造設計一級建築士又は構造関係規定に適合することを確認した構造設計一級建築士）

（1）氏名

（2）資格　構造設計一級建築士交付

建築基準法施行令第108条の4第1項第1号ｲ及びﾛに掲げる基準に適合する構造

移転新築

建築基準法第21条第1項ただし書に該当する建築物

7.347

準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ-1）

準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ-2）

大規模の模様替

6.095

08010 一戸建ての住宅

木造　　一部　　　　　　　造

申請部分

建築基準法第21条又は第27条の規定を受けない

昇降機塔等の階の数】

（

建築基準法第6条の3第1項ただし書又は同法第18条第5項ただし書の規定による審査の特例の適用の有無

合　　　　計

適用があるときは、特例の区分】

【１１．確認の特例】

認証型式部材等の認証番号】

1

地階の倉庫等の階の数】

大規模の修繕改築

建築基準法第61条の規定の適用を受けない

2

建築基準法施行令第136条の2の11第1号ロ

【１．番　号】

用途変更増築

【２．用　途】

【４．構　造】

（

49.27

（

（

【１７．便所の種類】

【１６．居室の床の高さ】

49.27

窯業系サイディング(QF045-BE1428)　屋内側：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=15(小屋裏まで)

（

【１９．備考】

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ葺き (NM-2093)

【１８．その他必要な事項】

99.49

水洗

【１５．軒　裏】

（

繊維強化セメント板張（QF045RS-0082）　屋内側：防火軒天ボードｔ＝12

99.49

建築基準法施行令第109条の5第1号に掲げる基準に適合する構造

準耐火構造

給水設備、換気設備、住宅用火災警報器、ガス設備、排水設備、給湯設備

建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】

50.22

【１２．床面積】

建築基準法施行令第110条第1号に掲げる基準に適合する構造

建築基準法施行令第136条の2の11第1号イ

【１４．外　壁】

（

申請以外の部分

50.22

（

F2

【１３．屋　根】

F1

461　mm

（第四面）

【１０．建築設備の種類】

【３．工事種別】

【９．高　さ】

【８．階　数】

UDI識別番号：W2025UDI18834



W2025UDI18834 ［神奈川区六角橋五丁目　新築工事］

【イ．居室の天井の高さ】

【ロ．建築基準法施行令第39条第3項に規定する特定天井】 □ 有 ■ 無

（ ） （ ） （ ）

【イ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【ロ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【ハ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【ニ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【ホ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【ヘ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

具 体 的 な 用 途 の 名 称 床 面 積

49.2708010

【４．横架材間の垂直距離】 2680 mm

2400 mm

1

（第五面）

建築物の階別概要

【１．番　号】

【２．階】

105 mm

【９．備　考】

【７．用途の別の床面積】 用 途 の 区 分

一戸建ての住宅

【８．その他必要な事項】

F2

【５．階の高さ】

【６．天井】

【３．柱の小径】

UDI識別番号：W2025UDI18834



W2025UDI18834 ［神奈川区六角橋五丁目　新築工事］

【イ．居室の天井の高さ】

【ロ．建築基準法施行令第39条第3項に規定する特定天井】 □ 有 ■ 無

（ ） （ ） （ ）

【イ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【ロ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【ハ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【ニ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【ホ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【ヘ．】 （ ） （ ） （ ） ㎡

【８．その他必要な事項】

【９．備　考】

08010 一戸建ての住宅 50.22

2300 mm

【７．用途の別の床面積】 用 途 の 区 分 具 体 的 な 用 途 の 名 称 床 面 積

【５．階の高さ】 2850 mm

【６．天井】

【３．柱の小径】 105 mm

【４．横架材間の垂直距離】 2640 mm

（第五面）

建築物の階別概要

【１．番　号】 1

【２．階】 F1

UDI識別番号：W2025UDI18834



W2025UDI18834 ［神奈川区六角橋五丁目　新築工事］

㎡

【イ.最高の高さ】 m

【ロ.最高の軒の高さ】 m

【ハ.階数】 （ ） （ ）

【ニ.構造】

□ 特定構造計算基準

□ 特定増改築構造計算基準

□ 建築基準法施行令第81条第1項各号に掲げる基準に従った構造計算

□ 建築基準法施行令第81条第2項第1号イに掲げる構造計算

□ 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算

□ 建築基準法施行令第81条第2項第2号イに掲げる構造計算

■ 建築基準法施行令第81条第3項に掲げる構造計算

【イ．名称】

【ロ．区分】

□ ）

■ その他のプログラム

（ ）

【７．建築基準法施行令第137条の2各号に定める基準の区分】

【８．備考】

　　　　　造　　一部　　　　　　　造

トーアＣＡＤ 構造計算性能評価パッケージ バージョン 5.13.0  KIZUKURI-sub Ver6.00

【４．特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準の別】

【５．構造計算の区分】

【６．構造計算に用いたプログラム】

【３．建築物の高さ等】

地上 地下

（第六面）

建築物独立部分別概要

【１．番　号】 1

【２．延べ面積】

建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの認定を受けたプログラム （大臣認定番号

UDI識別番号：W2025UDI18834
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